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串間市立串間中学校スクールバス運行管理業務委託仕様書 

 

１．趣旨 

  この仕様書は、串間市立串間中学校スクールバスの運行管理業務委託の仕様を定めるもの

とする。 

 

２．委託期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日（３年間） 

 

３．使用車両 

  使用する車両は、串間市が所有する次の自家用自動車（以下「車両」という。）として、

受託者に無償で貸与する。 

 

（１） 第１号車   

    日野自動車 メルファ 

中型バス 定員４５名 

    ディーゼルエンジン ６速ＭＴ車 

 

（２） 第２号車 

    日野自動車 メルファ 

中型バス 定員４５名 

    ディーゼルエンジン ６速ＭＴ車 

 

（３） 第３号車   

トヨタ自動車 コースター 

    マイクロバス 定員２９名 

    ディーゼルエンジン ５速ＭＴ車 

 

（４） 第４号車 

トヨタ自動車 コースター 

    マイクロバス 定員２６名 

    ディーゼルエンジン ５速ＭＴ車 

 

（５） 第５号車 

トヨタ自動車 コースター 

    マイクロバス 定員２６名 

    ディーゼルエンジン ５速ＭＴ車 

 

（６） 第６号車 

トヨタ自動車 ハイエース 

    大型ワゴン  定員１４名 

    ディーゼルエンジン ４速ＡＴ車 

 

 

４．主な業務内容と留意事項 

（１）串間市立串間中学校及び宮﨑県立福島高等学校の生徒のためのスクールバスの運行 

    受託者は、生徒の登下校時の送迎及びその他学校長と教育委員会が認めた生徒の運送
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業務について、安全かつ確実に遂行しなければならない。 

 

（２）受託要件 

    道路運送法の旅客自動車運送事業の許可を受けていること。  

 

（３）串間市スクールバス運行管理規則の遵守 

    受託者は、串間市スクールバス運行管理規則を遵守して業務を遂行しなければならな

い。 

 

（４）スクールバスの清掃、日常点検等 

    受託者は、運行前後に車両の日常点検、給油、清掃、備品管理を行い、送迎業務に支

障がないよう努めなければならない。 

 

（５）貸与された車両の管理 

    受託者は、貸与された車両を適正に管理しなければならない。なお、貸与された車両

は、スクールバスの運行以外の目的に使用してはならない。 

 

（６）運行日誌の作成、報告 

    受託者は、運行及び車両の状況等について運行日誌（様式第４号）に記載し、串間中

学校長の確認を経て教育委員会に報告しなければならない。 

 

（７）運転者の運転業務に関する法令遵守の指導 

    受託者は、道路交通法及び関係法規・規定を遵守するよう指導し、安全で確実な業務

遂行と緊急時の速やかな対応等ができるよう定期的な教育体制を整えておくこと。ま

た、運行前には運転者の健康状態等を対面にて確認し、異常を認めた場合は代替員に運

行をさせること。 

 

（８） 事故等の緊急事態が発生した場合の報告及び処理 

あらかじめスクールバスの運行に関する危険負担の軽減のため、受託者の側で必要な

保険に加入するなど、必要な措置を講じなければならない。 

受託者は、交通事故、不測の事態等が発生した場合は、直ちに緊急連絡先に連絡する

とともに教育委員会及び学校長と協議のうえ事故等の処理にあたること。ただし、事故

発生時の現場処理、示談交渉及び損害賠償については、受託者の負担により誠実に対応

すること。 

なお、自然災害等が発生又はその恐れがある場合には、学校長と協議の上、対応を決

めること。 

 

（９）台風などの悪天候での運行 

    受託者は、台風などの悪天候の時に学校長から申し出があった場合には、運行時間を

変更しなければならない。なお、学校長は、運行時間の変更を申し出る場合は、事前に

教育委員会と受託者に協議を行うこと。 

 

（10）スクールバスの事前の試乗 

    受託者は、スクールバスが安全に運行できるよう教育委員会と協議して、事前に使用

する車両にて試乗を行うこと。但し、受託者に変更が生じない場合は免除することがで

きる。 

 

（11）その他、スクールバスの運行に関して必要な業務事項については、教育委員会及び学校
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長、受託者がその都度協議して決定する。 

 

５．運行責任者の配置 

    受託者は、業務委託を円滑に遂行するために、業務全般を統括する運行責任者を配置（様

式第６号、（別紙１）、（別紙２）により教育委員会へ報告）し、運転者の指揮・命令を行う

とともに教育委員会及び学校長との連絡調整等を行うこと。 

 

６．運行計画 

（１）運行基本日数 

月曜～金曜   （朝１回、夕２回） 

土曜日、長期休業（朝１回、昼１回） 

３回×２０８日 ＝ ６２４回／年間 

２回× ８７日 ＝ １７４回／年間 

合  計    ２９５日   ７９８回／年間 

    ※日曜日、祝日は運休とする。 

    ※長期休業の運行日は、８月１３日から１５日までの日及び１２月２９日から翌年の

１月３日までの日を除いて運行する。 

    ※上記以外の運行は、受託者と別途協議する。 

 

（２）運行基本便数  年間 ４，７８８回（６台×７９８回） 

 

（３）想定勤務時間  年間 ９，１７４時間（６台×１，５２９時間） 

     

４月～９月 時間帯 想定勤務時間 

月曜～金曜 
 ６：００～ ８：００ 

１６：００～２０：３０ 

２．０ｈ 

５．０ｈ 
７．０ｈ×９９日 ６９３ｈ 

土曜、長期休業 
 ７：００～ ９：００ 

１１：００～１３：００ 

２．０ｈ 

２．０ｈ 
４．０ｈ×５３日 ２１２ｈ 

 

１０月・２～３月 時間帯 想定勤務時間 

月曜～金曜 
 ６：００～ ８：００ 

１６：００～１８：００ 

２．０ｈ 

２．０ｈ 
４．０ｈ×５７日 ２２８ｈ 

土曜、長期休業 
 ７：００～ ９：００ 

１１：００～１３：００ 

２．０ｈ 

２．０ｈ 
４．０ｈ×１６日 ６４ｈ 

 

１１月～１月 時間帯 想定勤務時間 

月曜～金曜 
 ６：００～ ８：００ 

１６：００～１９：００ 

２．０ｈ 

３．０ｈ 
５．０ｈ×５２日 ２６０ｈ 

土曜、長期休業 
 ７：００～ ９：００ 

１１：００～１３：００ 

２．０ｈ 

２．０ｈ 
４．０ｈ×１８日 ７２ｈ 
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（４）運行時刻表    別紙① 

 

（５）利用予定者数   別紙② 

 

（６）費用負担     別紙③ 

 

７．運行計画書及び運行実績報告書の提出 

（１）運行計画書 

    学校長は、運行計画書に学校行事計画書を添付して、教育委員会を通じて前月下旬ま

でに受託者に提出すること。 

 

（２）運行実績報告書 

    受託者は、当月末日締で作成した運行実績報告書に運行計画書及び運行日誌を添付し

て、学校長を通じて翌月５日までに教育委員会に提出すること。 

 

８．その他 

スクールバスの運行管理にあたり、今後、その内容等について必要に応じて協議を行うこ

とがある。 

そのほか、この仕様書に定めのない事項にあっても、本業務に付随する業務は誠意をもっ

て実施すること。 


